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●物品税率引下げについての財務省布告（第１２８号） 

 

 ［注／エコカー１対象車の減税措置の改定］ 

 

 前文省略 

 

 第１項 

 仏暦二五五六年四月二四日付けの物品税率引き下げについての財務省布告

（第一〇九号）により改定増補された仏暦二五三四年一二月三〇日付けの物品

税率引下げ及び免除についての財務省布告（第二七号）の末尾リストにおける

「５、自動車」「０５・０１］種及び「０５･０２」種（２）の（２・４）を

廃止し、本布告末尾リストに基づく内容に置き換える。 

 

 第２項 

 本布告は仏暦二五五九年［西暦二〇一六年］一月一日から施行する。［注／

官報公示日は二〇一四年一〇月二二日］ 

 

＊末尾リスト 

 

 ０５・０１及び０５・０２種 

 （２・４）局長が布告規定した原則、要件に基づく世界標準省エネルギー自

動車 

 （２・４・１）排気量１３００立方㎝以下のガソリン･エンジン ５０％→

１７％ 

 （２・４・２）排気量１５００立方㎝以下のディーゼル･エンジン ５０％

→１７％ 

 （２・４・３）排気量１３００立方㎝以下、かつ１㎞につき１００グラム以

下の二酸化炭素排出量、かつ局長が布告規定したアクティブ・セーフティ・シ

ステムの安全標準に従っているガソリン･エンジン ５０％→１４％ 

 （２・４・４）排気量１５００立方㎝以下、かつ１㎞につき１００グラム以

下の二酸化炭素排出量、かつ局長が布告規定したアクティブ・セーフティ・シ

ステムの安全標準に従っているディーゼル･エンジン ５０％→１４％ 

 （２・４・５）エタノール８５％以上含有燃料を使用する排気量１３００立

方㎝以下、かつ１㎞につき１００グラム以下の二酸化炭素排出量、かつ局長が

布告規定したアクティブ・セーフティ・システムの安全標準に従っているガソ

リン･エンジン ５０％→１２％ 

 （２・４・６）バイオディーゼル１０％以上含有燃料を使用する排気量１５

００立方㎝以下、かつ１㎞につき１００グラム以下の二酸化炭素排出量、かつ

局長が布告規定したアクティブ・セーフティ・システムの安全標準に従ってい

るディーゼル･エンジン ５０％→１２％ 

            （おわり） 


